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◇日 時  ７月１７日（火）１３：３０～１５：３０ 

◇場 所  （社）山梨県自動車整備振興会 会議室 

◇出席者  田中委員長、五味副委員長、田口委員、中山委員、村松委員、金子委員、須田委員 

◇会議事項   

（１）一般社団法人への移行について 

(法人移行にむけ、諸規定（入会、役員選考内規、モデル支部規約）,会費徴収のあり方について、引き続き検 

討、公益目的支出計画作成に伴う、公益事業等の仕分けを確認) 

(2）その他 

 

 

 

 

 

 

 
■甲府南支部 親睦ボウリング大会を開催！    

 
支部員相互の親睦と情報交換を図るため、７月１２日（木）午後７時より大丸パークレーンズに

おいて開催されました。 
当日は、支部員総勢４０名が参加し、プレー毎に一喜一憂し和気相合に楽しみました。 
なお、成績は次のとおりでした。 

（敬称略） 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会が開催されました 

支部だより（甲府南支部） 

スコア
（２ゲーム合計）

優   勝 水上　裕介 （株）ベルオートサービス ３５０

準優勝 朝川　文人 朝川オートサービス ３２０

第３位 志村　和人 (株）キリン自動車 ３１２

事業場名氏名



 

 

 

 

 

 

◇ 日 時 ７月２６日（木）１９：３０～２２:００ 

◇ 場 所 （社）山梨県自動車整備振興会 会議室 

◇ 出席者 ８名           

◇ 協議事項 

（１）各担当委員会審議内容について 

（教育担当委員会より車検時の認証事業場認識表示板の具体的な活用法を検討） 

（２）富士山環境美化クリーン作戦への参加について 

（本年度の富士山環境美化クリーン作戦（８月１１日（土）実施）について、活動エリアは 5～6合目 

周辺とし、日程等の詳細を最終確認） 

（３）その他 

・青年部全体の集いの開催計画 

（青年部の理念と活動状況を発表する場として、平成 25 年 2 月 16 日(土)予定とする青年部全体の集い 

を企画検討） 

・本会委員会、支部青年部活動、青年中央会活動を報告 

 

 

 

◇ 日 時 ７月５日（木）１９：３０～２１:３０ 

◇ 場 所 いわき（笛吹市御坂町） 

◇ 出席者 ８名 

○ 事業場認識表示板について 

（表示板レイアウト・表示内容等について検討）  

○ その他 

 

 

 

◇ 日 時 ８月１日（水）１９：３０～２１:３０ 

◇ 場 所 （社）山梨県自動車整備振興会 会議室 

◇ 出席者 ８名 

○ 青年部全体の集いについて 

(平成 25 年 2 月 16 日(土) を予定とする青年部全体の集いについて検討) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＭＳ山梨青年部の活動について 

正 副 会 長 会 議 の開 催  

親 睦 担 当 者 委 員 会 の開 催  

教 育 担 当 委 員 会 の開 催  



 

 

 

 

自動車関連事業を経営する上で、暴力団等から機関誌の購読、広告料、賛助金等あらゆる名目で

の不当な要求及び事故、トラブル、不祥事等を理由に因縁をつけられ狙われます。 

これに対し、暴力団等による不当・不正な要求及び行為に対しては毅然とした姿勢で阻止しなけ

ればなりません。 

そこで、県内の暴力団等の実態並びに不当行為に対する適切な対処法を学ぶことを目的として、

山梨県警察本部のご協力により、標記研修会を下記により開催しますので、会員の皆さん多数のご

出席をお願いします。 

 

◇開 催 日   ９月２０日（木）１７：３０～１９：３０ 

◇開催場所   （社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

◇参加対象者  会員、関東運輸局山梨運輸支局、自動車関係団体等 

◇研修内容   ・山梨県内における広域暴力団の実態 

・暴力団等による不当要求行為の具体的な対応策 

◇その他   「責任者選任届出書」「定期講習受講申込書」は、本誌巻末にあります。 

また、振興会ホームページ（http://www.ams.or.jp）の「会員ページ」からも 

ダウンロードできます。 

必要事項を記入の上、９月１４日（金）までに総務課へお申し込み下さい。 

 

 

  

  暴力団等による不当要求に対して、事業者等が対応するためには、暴力団等に適切に 

対応できる不当要求防止責任者を選任する必要があります。 

不当要求防止責任者の役割は、主に次の事項となります。 

・不当要求に対する各事業所の内部体制の整備 

・不当要求による被害が発生した場合の被害調査 

及び警察等への連絡 

・社員等に対する不当要求についての指導・教育の実施 

   今回の研修は、選任時講習を兼ねますので不当要求防止責任 

者の選任を希望される方は、「責任者選任届出書」に必要事項 

を記入の上、必ず押印してご提出下さい。 

 なお、受講を終えると右の受講修了書が交付されます。 

 

 

 

 

今回の研修は、既に責任者に選任されている方の定期講習も兼ねますので、受講をお薦めします。 

なお、受講希望者は、「定期講習受講申込書」に必要事項を記入の上、ご提出下さい。 

 

 

 

 

 

 

初めて受講される方へ（不当要求防止責任者講習）

既に不当要求防止責任者に選任されている方へ（定期講習会）

暴力団等による不当行為への対処研修会の開催について 


